
復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年3月26日 設置の有無： 平成25年10月時点
（単位：千円）

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

(11,600) (11,600) (11,600)

0 0 0

＜11,600＞ ＜11,600＞ ＜0＞ ＜11,600＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(1,185,873) (1,185,873) (378,705) (807,168)

0 0

＜1,185,873＞ ＜1,185,873＞ ＜0＞ ＜378,705＞ ＜807,168＞ ＜0＞ ＜0＞

(36,000) (36,000) (36,000)

0 0 0

＜36,000＞ ＜36,000＞ ＜0＞ ＜36,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(35,000) (35,000) (35,000)

0 0

＜35,000＞ ＜35,000＞ ＜0＞ ＜35,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(3,802,000) (3,802,000) (3,111,000) (691,000)

0

＜3,802,000＞ ＜3,802,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜3,111,000＞ ＜691,000＞ ＜0＞

(1,209,300) (1,209,300) (110,000) (1,099,300)

0

＜1,209,300＞ ＜1,209,300＞ ＜0＞ ＜110,000＞ ＜1,099,300＞ ＜0＞ ＜0＞

(52,784) (52,784) (52,784)

5,924 5,924 5,924

＜58,708＞ ＜58,708＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜52,784＞ ＜5,924＞ ＜0＞

(71,718) (71,718) (71,718)

0

＜71,718＞ ＜71,718＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜71,718＞ ＜0＞ ＜0＞

(19,245) (119,245) (19,245)

0

＜19,245＞ ＜119,245＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜19,245＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

6,389 3,194 6,389

＜6,389＞ ＜3,194＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜6,389＞ ＜0＞

(6,423,520) (6,523,520) (0) (571,305) (5,161,215) (691,000) (0)

12,313 9,118 0 0 0 12,313 0

＜6,435,833＞ ＜6,532,638＞ ＜0＞ ＜571,305＞ ＜5,161,215＞ ＜703,313＞ ＜0＞

(5,214,220) (5,314,220) (0) (461,305) (4,061,915) (691,000) (0)

12,313 9,118 0 0 0 12,313 0

＜5,226,533＞ ＜5,323,338＞ ＜0＞ ＜461,305＞ ＜4,061,915＞ ＜703,313＞ ＜0＞

(1,209,300) (1,209,300) (0) (110,000) (1,099,300) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

＜1,209,300＞ ＜1,209,300＞ ＜0＞ ＜110,000＞ ＜1,099,300＞ ＜0＞ ＜0＞

(6,279,773) (6,279,773) (0) (571,305) (5,017,468) (691,000) (0)

0 0 0 0 0 0 0

＜6,279,773＞ ＜6,279,773＞ ＜0＞ ＜571,305＞ ＜5,017,468＞ ＜691,000＞ ＜0＞

(143,747) (243,747) (0) (0) (143,747) (0) (0)

12,313 9,118 0 0 0 12,313 0

＜156,060＞ ＜252,865＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜143,747＞ ＜12,313＞ ＜0＞

宮城県

大崎市

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

（注４）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

基金設置の時期：

0229-23-2129

交付
団体

1 埋蔵文化財発掘調査事業 大崎市古川地域 市 市 直接

全体事業
期間

（注６）

24 ～ 2735,000

2

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

3 都市防災総合推進事業 大崎市古川地域 市 市 直接 36,000 24 ～ 24

備　考（注７）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（様式１－２）

直接 1,185,873 24 ～ 25

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

4 地域資源利活用施設整備事業（用地造成） 大崎市古川地域 市 市 直接 35,000 24 ～ 24

5 災害公営住宅整備事業（買い取り） 大崎市古川地域 市 市 直接 3,802,000 24 ～ 26

山口俊弘

seisaku@city.osaki.miyagi.jp

6 地域資源利活用施設整備事業（施設整備） 大崎市古川地域 県 市 間接 1,209,300 24 ～ 25

7 1 災害公営住宅外構整備事業 大崎市古川地域 市 市 直接 58,708 25 ～

担当者氏名

市町村名 メールアドレス

都道県名

-

担当部局名

電話番号

市民協働推進部政策課

◆

事業番号
（注１）

A

D

D

C

D

C

D

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

2

1

2

（うち効果促進事業等）

4 -

4 -

20 -

1 -

4 -

4 -

4 - 26

災害公営住宅整備事業（建設）
大崎市鹿島台地
域・田尻地域

市 市

25 ～ 25

大崎市

　　　　

8 ◆ D - 4 - 2 - 2 ふれあい広場整備事業 大崎市古川地域 市 市 直接 71,718 25 ～ 25

10 ◆ C

合　　 計

（ う ち 市 町 村 交 付 分 ）

（ う ち 県 交 付 分 ）

（ う ち 基 幹 事 業 ）

9 ◆ D - 4 - 1 - 1 災害公営住宅外構整備事業（建設） 大崎市古川地域 市 市 間接 19,245

- 4 - 1 - 1
地域資源利活用施設整備事業（荷受機材整
備）

大崎市古川地域 市 市 直接 6,389 26 ～ 26

有



（注５）「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。

（注６）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載する。

（注７）担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

（注８）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

（注９）各年度の交付対象事業費（中段）のうち、様式１－４で提出された年度の値が配分（申請）に係る交付対象事業費となる。



 

（様式１－３） 

大崎市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 25年 11月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO 7 事業名 災害公営住宅外構整備事業 事業番号 ◆D-4-2-1 
交付団体 大崎市 事業実施主体（直接/間接） 大崎市（直接） 
総交付対象事業費  (52,784) 

58,708（千円） 
全体事業費   (52,784) 

58,708（千円） 

事業概要 
民間事業者が災害公営住宅に関連する外構整備工事を行い，当該住宅とともに買い取る。 
 外構整備工事費 ３か所 3,827.34 ㎡ 52,784 千円 

４か所 4,496.37 ㎡ 58,708 千円 
【今回申請分】 
 1．外構整備工事費（箇所）の追加 

[古川十日町地区] C=4,418 千円（施工面積：669.03 ㎡の追加，内訳－駐車場：25 台） 
■駐車場台数算定の根拠：大崎市集合住宅に関する指導要綱 

2．消費税率の引上げに伴う工事費の追加 
 [古川七日町地区] C=10,668 千円（税率 5％） → C=10,972 千円（税率 8％）〔304 千円の増額〕 
 [古川駅東地区] C=20,000 千円（税率 5％） → C=20,571 千円（税率 8％）〔571 千円の増額〕 

[古川駅前大通地区] C=22,116 千円（税率 5％） → C=22,747 千円（税率 8％）〔631 千円の増額〕 
※外構整備工事については現在未契約となっているが，契約時期は平成 26 年 2 月を予定している。 

【大崎市震災復興計画の位置づけ】 
１）生き生きとした暮らしの再建 １）被災者の生活再建支援 ③ 市営住宅の整備 

・仮設住宅の退居時期となる２～３年後を目標とするため，市営住宅として必要戸数を確保しま

す。 
 

当面の事業概要 
＜平成 25 年度＞ 
＜平成 25・26 年度＞ 

１）事業者による整備工事 
２）事業者から完成施設を住宅本体とともに大崎市が購入 
３）入居者（被災者）の公募 
   入居資格要件：住家が震災により全壊・流出または半壊以上で解体を余儀なくされた者で，住

宅に困窮していること 
東日本大震災の被害との関係 
 本市において被災した家屋は，全壊 583 世帯，大規模半壊 232 世帯，半壊 2,177 世帯の合計 2,992 世帯

となっており，最終確定として応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅，公営住宅等）入居世帯は 762 世帯

となっており，うち 606 世帯が古川地域内となっている。（参考：松山地域 48 世帯，三本木地域 15 世帯，

鹿島台地域 67 世帯，岩出山地域 6 世帯，鳴子地域 14 世帯，田尻地域 6 世帯） 
応急仮設住宅の入居期限がさらに１年延長され，本県は４年の入居期限となったころではあるが，被災

者が退去後を見据えて住宅問題の不安を抱えることのないよう，引き続き本事業の重要性を踏まえながら，

早期に低廉な家賃で住居を提供し，生活再建を支援するものである。  
なお，既に第 5 回申請にて本事業の交付決定を受けている 3 箇所については，基幹事業となる住宅本体



 

工事に着手し，今回の申請においては，本年６月末に買い取り事業者の選定を完了しており，今後，基幹

事業分の契約締結及び工事の着手を予定している。 
 
補足：平成 25 年 8 月 31 日現在の応急仮設住宅入居世帯は，463 世帯である。 

関連する災害復旧事業の概要 
 災害公営住宅整備事業（買取）100 戸（3 か所：35 戸+35 戸+30 戸） 
               120 戸（4 か所：35 戸+35 戸+30 戸+20 戸）               
 
 
 
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 
関連する基幹事業 
事業番号 Ｄ－４－２ 

事業名 災害公営住宅整備事業（買い取り） 

交付団体 大崎市 

基幹事業との関連性 

 災害公営住宅の整備にあたり，当該住宅敷地において入居者が使用する駐車場を整備する

ものである。 

 
 



 

（様式１－３） 

大崎市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２５年１１月時点 

NO. 10 事業名 地域資源利活用施設整備事業（荷受機材整備） 事業番号 ◆C-4-1-1 
交付団体 宮城県 事業実施主体（直接/間接） 大崎市（直接） 

総交付対象事業費 6,389（千円） 全体事業費      6,389（千円） 

事業概要 

基幹事業において建設する多目的カントリーエレベーターの利用促進を図るため，

被災農家がカントリーエレベーターへの籾搬入時の安全確保と，効率的な収穫作業が

出来るように，農家貸出し用の車載用コンテナを配備する。また，袋での搬入や製品

出荷等の際，フォークリフト作業が安全且つスムーズにできるようにパレットを配備

する。 
当カントリーエレベーターでは製品出荷毎に検査を行なうため，検査器具を用意

し，迅速で正確な検査作業を行い，施設の適正で効率的な利用を図る。 
効率的な農作業と籾搬入により沿岸部の津波被害地の代替作付を行うなど，沿岸部

の復興支援，地域農業の振興，活性化を図る。 
 
整備内容 
多目的カントリーエレベーター荷受機材整備 
 事業量：6,389 千円 

鉄製コンテナ 100台 5,184千円，樹脂パレット ５０枚 621千円 

 米検査器具 １式 584千円 
 

当面の事業概要 

＜平成 26年度＞第７回申請（効果促進事業） 

多目的カントリーエレベーター荷受機材整備 

事業量： 6,389千円（消費税率 ８％） 

（鉄製コンテナ  5,184千円、樹脂パレット 621千円、米検査器具 584千円） 

 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災による大崎市の被害は県内陸部では最大となっている。震度６強の本

震及び震度６弱の最大余震により、古川地域だけでも農家所有の作業場は全半壊含め

て４０３棟となった。再建に要する費用は、建築基準法により、乾燥機を設置すると

なれば耐火構造を要し、復旧済みを除き１２億に上ると想定される。 
それ以外にも、農地災害に至っては８００か所を超え、４月の農繁期を前に途方に

くれる農業者が数多くいた。本市では、特に甚大な被害となった農地等の小規模災害

復旧支援事業を創設し、国庫補助事業と併せて、市単独事業によりきめ細かな復旧を

進めているところである。 
また、被災を受けた農業者個人所有の作業場、乾燥機などについては、今後の地域

農業のあるべき姿から、共同利用施設のみの復旧支援にとどまっている状況である。 
一方，JA においては、保有する２基のカントリーエレベーターが被災を受け、復

旧を行っているものの、米保管用の農業用倉庫（石造）が軒並み被災している状況で

ある。 
このような中で、これからの時代に対応した農業経営の効率化と、農業者の多重投

資を抑えるため、新規需要米を含む転作作物にも対応可能な多目的ＣＥを建設する事



 

業である。 
特に、被災した個人農業者は乾燥調整する手段がなくなり、他農業者への委託の他，

２つのＣＥへの委託も拡大し、昨年の既設ＣＥ利用率は約 110％に増加している。個

別の農業者が復旧できない中で、既存の南部ＣＥ、西部ＣＥに加え、新規に北・東部

地区にＣＥを建設し、被災者を中心に集積を図り、北・東部エリア（清滝・宮沢・長

岡・富永・敷玉を予定）の乾燥調製作業を一体的に進めるものである。 
建設予定地は、現在、県営ほ場整備事業「中埣西部地区」(地区面積 712ha)が実施

されており、平成 22 年度で面工事が完了し、現在，暗渠排水や付帯工事を施工して

いる。ほ場整備の事業計画では、14,000 ㎡の非農用地を創設し、農産加工施設や販

売施設を整備するとともに、米粉プラントを含む 6 次産業を推進する計画でありま

す。 
被災からの復旧や農業経営の効率化だけでなく、沿岸部の津波被災地の代替作付

けと、地域農業の総合的復旧を支援するとともに、ＣＥで生産される高品質の大崎市

産米を代表とする地域農産物を活用した農産加工・販売施設の整備により、他産業と

連携しながら地域農産物の付加価値を増大し、６次産業化を推進することで、地域産

業全体の復興を図るものである。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 Ｃ－１－１ ・ Ｃ－４－１ 

事業名 地域資源利活用施設整備事業 

交付団体 大崎市 

基幹事業との関連性 

多目的カントリーエレベーター建設 

 第２回配分 C-1-1用地造成（35,000千円）・ C-4-1基本設計（110,000千円） 

 第５回配分 C-4-1施設整備（1,098,300千円） 

 



平成２６年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(691,000) (691,000) (604,625)

0 0 0

＜691,000＞ ＜691,000＞ ＜604,625＞

(0) (0)

5,924 5,924 4,739

＜5,924＞ ＜5,924＞ ＜4,739＞

(691,000) (691,000) (604,625) (0) (0)

5,924 5,924 4,739 0 0

＜696,924＞ ＜696,924＞ ＜609,364＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

大崎市 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

大崎市 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年10月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

7  ◆  D  -   4  -   2

  2  5   D  -   4  -

     

 -

 市  直接 3/4  災害公営住宅整備事業（買い取り）
 大崎市古川地

域
 市

 直接 4/5  1  災害公営住宅外構整備事業
 大崎市古川地

域
 市  市

        

山口俊弘

市町村名 電話番号 0229-23-2129 seisaku@city.osaki.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 市民協働推進部政策課



平成２６年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

6,389 3,194 2,555

＜6,389＞ ＜3,194＞ ＜2,555＞

(0) (0) (0) (0) (0)

6,389 3,194 2,555 0 0

＜6,389＞ ＜3,194＞ ＜2,555＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

大崎市 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

（様式１－４）

大崎市 復興交付金事業計画

省庁名： 平成25年10月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

  1  -10  ◆  C  -   4  -  市  直接 4/5  1  地域資源利活用施設整備事業（荷受機材整備）
 大崎市古川地

域
 市

seisaku@city.osaki.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名 市民協働推進部政策課 山口　俊弘

市町村名 電話番号 0229-23-2129

mailto:nosuiseip@pref.miyagi.jp
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